


および村」の団体責任の制度を認めていた。
これは，1670年の勅令で定められたもので
ある。この勅令（titre 21）により，村に，
例えば，罰金または没収で制裁を科すことが
できた。しかしながら，フランス刑法は，長
い間，1810年のナポレオン刑法典に基づき，
法人の刑事責任を認めてこなかった。実際に，
自然人のみに制裁を科すことができた。その
理由は，おもに，この刑法典の構想が，元来，
犯罪について，意思と知性を備えた人間の存
在を前提としていたということにあった。か
くして，1810年刑法典は，法人の不処罰原
則1をとっていたのである。
歴史が進むにつれて，法人不処罰原則には，

異議が唱えられるようになった。というのは，
この原則が，法人はその構成員の人格と離れ
た実在をもたないということを前提としてい
たからである。法律ではなお認めていなかっ
たが，まず民事のレヴェルで，判例は，次第
に団体の法人格を認めるようになった。団体
の法人格は，1954年1月28日の破毀院判決に
より一般的に承認された。この判決は，法的
属性が何であるかに触れることなく，団体の
法人格を認めたものである。団体の法人格が
認められたということから，法人の刑事責任
の導入の検討がずっと容易になった。次に刑
事のレヴェルでは，被害者が訴追を開始させ
ることができるが，それは，「私訴原告人に
なることの申立て2」を通じてである。端的
に，被害者は予審判事の下で私訴原告人とな
ることができ，これは公訴を提起する効力を
もつ。1906年の破毀院判決 （crim. 8 déc.
1906）以来，このような解決が可能となった。
次第に，私訴は法人（組合，職業団体，団体
等）にも認められるようになった。ただし，
それは，法人が代表する職業または分野の集
団的利益を守るために法人が訴訟を提起する
ことが正当化されるという留保の下であるが。
学説の観点からは，法人の刑事責任に賛成

する論拠も反対する論拠も展開することがで
きた。
法人の刑事責任に反対する論拠としてとく

に掲げられたのは，法人は，固有の意思を持

たないフィクションの存在だということであ
る。また，法人は，その目的の範囲内でのみ
存在し，活動するのであり，犯罪は法人の目
的の範囲に入らないということもまた言われ
てきた。言い換えれば，法人は，犯罪遂行能
力がなく，したがって，刑事責任の概念を用
いることはできないというのである。さらに，
刑罰体系を団体に適用することはできないと
も主張された。実際に，制裁は，自然人につ
いてのみ認められると考える者もあった。こ
の理由づけは一定の刑罰については当てはま
る。つまり，自由剥奪刑のような一定の刑罰
は自然人にしか科すことができない。最後に，
法人不処罰原則は，刑罰の一身専属性原則か
らも正当化された。すなわち，法人の刑事責
任を認めれば，団体のすべての構成員を罰す
ることになり，それには，犯罪の遂行を妨げ
る手段を持たなかった者（例えば，従業員）
も含まれるというのである。
法人の刑事責任に賛成する見解として，次

のいくつかの論拠を挙げることができる。第
１の論拠は，すでに述べた。すなわち，1954
年以来，判例は，法人の法人格を認め，法人
は，法人構成員の意思とは別個の集団意思を
表明しうると述べている。次に，一定の制裁
は法人には適用しえないが，逆に，法人に
合っているように思われる制裁もある（例え
ば，罰金，職業禁止）。最後に，刑罰の一身
専属性原則については，団体構成員に制裁の
効果が及ぶからといって，法人の刑事責任を
認めることを妨げるものではない。なぜなら
ば，それは自然人の場合も同じだからである。
ある者が有罪判決を受けたとき，その家族や
近親者も同じく刑事制裁の影響を受けること
がある。
学説上の論争とは別に，フランス法は，20

世紀の間に，ある種の法人について刑事責任
を問う例（例えば，新聞会社について1945
年５月５日のオルドナンス）や間接責任の例
（1976年以来，労働法の領域で，過失致死傷
を引き起こした犯罪の結果，従業員に言い渡
された罰金の支払いを使用者が義務づけられ
ることがある。労働法典第 L. 263-2-1条）を
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